
＊運動器リハビリテーション料変更のお知らせ＊ 
 

令和 6年 4月 1日より当院の運動器リハビリテーションの施設基準が変更になります。 

これに伴いリハビリテーション料が変更となります。 

患者様のご負担が増えてしまい大変申し訳ございませんが、ご理解の程宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご不明な点はリハビリスタッフ、受付スタッフにご相談下さい。 

これまで以上に充実したリハビリテーションを実践できるように取り組んで参ります。 

何卒宜しくお願い致します。 

 

上郷整形外科・リハビリテーション科 院長 仁枝 祐一 

変更前 

運動器リハビリテーション料(Ⅱ) 

170点 

変更後 

運動器リハビリテーション料(Ⅰ) 

185点 

◇変更後の窓口負担について 

       負担割合          運動器リハ(Ⅰ)1枠[20分]         運動器リハ(Ⅰ)2枠[40分] 

                          

1割負担           260円         440円(令和 6年 6月より 450円)        

2割負担           520円                890円 

3割負担           780円         1330円(令和 6年 6 月より 1340円) 

※再診料を含めた料金となります。 

令和 6年 6月 1日より点数改正に伴い、再診料が引き上げになるため一部金額が変更になります。 

※18時以降の夜間・早朝加算対象の方は、1割：50円、2割：100円、3割：150円と負担額が上がります。 

※運動器リハビリテーション料(Ⅲ)・物理療法は変更ありません。 

 

 


